
総 務 委 員 会 

 

Ⅰ．総務委員会議題（総務委員会議決事項） 

○ 議題 

１．通達事項（別紙） 

２．学内委員会委員等の委嘱について（総Ｂ１号） 

３．受託研究、共同研究等の受入について（研Ｂ１号） 

４．東京大学大学院総合文化研究科・教養学部とベトナム国家大学ハノイ校附属日越大学との部局間 

学生交流覚書について（教Ｂ３号） 

 

○ 報告事項 

  １．寄附金の受入について（研Ｂ２号） 

 

Ⅱ．拡大教授会、教授会上程議題の審議 

○ 報告事項 

１．総務委員会報告 
２．研究科長・学部長・研究所長合同会議等報告（総Ｂ２号） 

３．全学環境安全管理室等会議・事故災害報告(総Ｂ３号)  

４．各委員会報告（経Ｂ１号）（経Ｂ２号）（経Ｂ３号）（教Ｂ４号）「東京大学教養学部第 143 回 

オルガン演奏会」 

５．令和４年度における研究倫理教育の受講の徹底について（研Ｂ４号） 

６．その他 

・2022 年冬駒場Ⅰキャンパス節電のお願い 
・教養教育高度化機構「アクティブラーニングニュースレター」の発行について 
 

 ○ 議題 

  １．教員人事（別紙） 

２．次期研究科長予定者の選挙について（総Ｂ４号） 

３．次期副研究科長ならびに次期評議員の選考日程について（総Ｂ５号） 

４．東京大学大学院総合文化研究科副研究科長選考内規の一部改正について（総Ｂ６号）） 

５．東京大学教養学部評議員選考内規の一部を改正する規則について（総Ｂ７号） 

６．連携研究機構の設置について（未来戦略 LCA 連携研究機構）（研Ｂ３号） 

７．東京大学とテヘラン大学との学術交流協定について（教Ｂ１号） 

８．戦略的パートナーシップ大学プロジェクト国立台湾大学チームへの新規参加について（教Ｂ２号） 

 

 ○ 教員人事の内容 

     講  師     提 案   １件 

准 教 授          提 案   ２件      計３件 

 

 

                             

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

（参考）２０２２年１１月１０日総務委員会における拡大教授会、教授会上程議題 

○ 議題 

１．教員人事（別紙） 

○ 報告事項 

１．総務委員会報告 

２．研究科長・学部長・研究所長合同会議等報告（総Ａ１号）（総Ａ２号） 

３．各委員会報告（なし） 

４．その他（なし） 

２０２２年１１月２４日 



                                        [ 総務委員会 ] 

委 員 会 関 係 

                                       【総務委員会報告】       【教授会報告】 

 

教 務 委 員 会   
                 
財  務  委  員  会   ・間接経費の教員配分について（経Ｂ１号） 
                ・2022 年度における預託金制度について（経Ｂ２号） 
   
教 育 研 究 経 費 委 員 会    ・2022 年度第 2 回教育支援経費配分案について（経Ｂ３号） 

 
情 報 基 盤 委 員 会 
 
入 試 委 員 会                    ・共通テスト監督補助者の募集掲示 

について（教Ｂ４号） 
                                       
教 養 教 育 評 価 委 員 会 
 
学 生 委 員 会   
 
      三 鷹 国 際 学 生 宿 舎 
      運 営 委 員 会  
 
図 書 委 員 会                    
 

前 期 運 営 委 員 会 
 
後 期 運 営 委 員 会      

                                    

建 設 委 員 会 
 
環 境 委 員 会 
 

防 災 委 員 会  

                  
そ の 他                    

 

オ ル ガ ン 委 員 会                    ・東京大学教養学部第 143 回 
オルガン演奏会 

              
 

 



総務委員会議事要旨（案） 

 

日 時：２０２２年１１月１０日（木） １３：１５～１３：４２ 

場 所：Ｚｏｏｍ会議 

出席者：５１名 

 

Ⅰ．総務委員会議題（総務委員会議決事項） 

○ 議題 

１．通達事項 

    研究科長から、通達事項について説明があり、了承された。 

 〇 報告事項 

    なし 

 

Ⅱ．拡大教授会、教授会上程議題の審議 

下記の報告事項・議題について拡大教授会に上程することとした。 

○ 報告事項 

１．総務委員会報告 

２．研究科長・学部長・研究所長合同会議等報告 

 

○ 議題 

１．教員人事 

 

○ 教員人事の内容   

准  教  授        提  案   ３件 

  教   授    提  案   ２件            計５件 

 

                                     以上 
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学内委員会委員等の委嘱について 

 

・委嘱事項 2 件                                                  2022.11.24 

 委 員 会 名 旧 委 員 新 委 員 規則上の任期 新委員の任期 

1 
東 京 大 学 キ ャ ン パ ス 計 画 室 

P F I 事 業 検 討 部 会 
             

いしだ あつし 
石田 淳 

教   授 

自 2022.10.24 

至 事業者選定 

まで 

自 2022.10.24 

至 事業者選定 

まで 

2 
東 京 大 学 キ ャ ン パ ス 計 画 室 

P F I 事 業 検 討 部 会 
             

まふね ふみたか 
真船 文隆 
教   授 

自 2022.10.24 

至 事業者選定 

まで 

自 2022.10.24 

至 事業者選定 

まで 

 

総Ｂ１号 
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2022年度

役職 氏名 所属

20 助教 正井　宏 相関基礎
国立研究開発法人科学技
術振興機構

戦略的創造研究推進事業
（さきがけ）

光安定材料への酸添加による協働
的光分解技術の創成

4,875,000
変更契約
変更後総額：24,050,000円

78 教授 太田　邦史 生命環境
国立大学法人東北大学
（国立研究開発法人日本医
療研究開発機構）

戦略的創造研究推進事業
（革新的先端研究開発支援
事業）

TAQingシステムの最適化・拡張と
変異株のゲノム・遺伝子発現の解
析

2,600,000

79 准教授 野口　篤史 相関基礎
国立研究開発法人科学技
術振興機構

戦略的創造研究推進事業
（さきがけ）

イオントラップ技術による物性の創
造

10,920,000

80 准教授 小林　広和 相関基礎
国立研究開発法人科学技
術振興機構

戦略的創造研究推進事業
（さきがけ）

木質バイオマス全成分利用を可能
とする安定結合切断法の開発

18,200,000

81 特任助教 福田　昌弘
先進科学
研究機構

国立研究開発法人科学技
術振興機構

戦略的創造研究推進事業
（ACT-X）

光で制御されたアミノ酸膜輸送の
分子機構の解明

2,600,000

82 准教授 柳澤　実穂 相関基礎
国立研究開発法人科学技
術振興機構

戦略的創造研究推進事業
（CREST）

構造体の相転移ダイナミクスの物
性測定・理論化

2,210,000

事業名

研B　１-1　号

受託研究の受入について

2022年11月24日

No.
研究担当者

研究委託機関 研究題目 総額 備考
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2022年度

役職 氏名 所属

23 教授 舘　知宏 広域システム 株式会社日建設計
折紙のアルゴリズムを用いた可
動・展開構造物の実践

2019.4.1～2023.4.30 500,000

研究費総額：2,500,000円
2019年度～2021年度：
500,000円／年、2022年度：
1,000,000円

44 教授 小林　広和 相関基礎 三菱ケミカル株式会社
酸化的メタン改質用触媒およびプ
ロセスの開発

2022.4.1～2023.3.31 1,000,000
東京工業大学、北海道大
学を含めた四者契約

研B　１-2　号

2022年11月24日

共同研究の受入について

No.
研究担当者

共同研究機関 研究題目 研究期間 総額 備考
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2022年度

2022/11/24

役職 氏名 所属

2 准教授 石原　秀至 相関基礎
独立行政法人
日本学術振興
会

国際共同研究事業　スイ
スとの国際共同研究プロ
グラム

ジャミング転移と応力鎖
構造：粉体から生体組織
へ

2019.4.1～2023.4.30 5,747,500
変更契約（2022年
度実施計画追加）

備考研究期間

研B　１-3　号

受託事業の受入について

No.
研究担当者

研究委託機関 事業名 研究題目 総額
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別紙様式2

提出年月日： 2022/11   /  

担当部局： 総合文化研究科

日本語

英語

当該国語
※任意

アジア ベトナム

2016 年設立

国立

部局覚書 関係部局：

協定名（日）：

協定名（英）：

▼協定の種類 関係部局：

協定名（日）：

協定名（英）：

〇 講義、講演、シンポジウムの実施

学術情報及び資料の交換

その他 →（　　　　　　　　　　　　　　）

〇

→取得できる学位の種類：

→取得できる学位の種類：

〇 →人数（年）：５人（　学期） 大学院生]

受入に伴う奨学金支給

学生交流

教員・研究者交流

職員交流

https://vju.ac.vn/en

交流内容（該当するものに○）

交流分野

日本研究、ベトナム研究

Memorandum on Student Exchange between Vietnam Japan University, Vietnam
National University, Hanoi and Graduate School of Arts and Sciences, the University of
Tokyo

日本文化や日本式ビジネススタイルへの理解を深めるため、日本語教育や日本の大
学・企業、在ベトナム日系企業でのインターンシップなどがカリキュラムに組み込まれて
いる。

その他
（特色等があれば記入）

2.更新理由

これまでの交流実績に照らして、今後も本協定に基づく教育交流が必要であるため。

3.協定の内容

希望する協定の種類

単位互換

ダブル・ディグリー

授業料相互不徴収

ジョイント・ディグリー

共同研究

国際交流協定・覚書　更新実績報告書

学部4専攻、大学院の修士課程：9専攻、学生：468名　研究者：39名

サステイナビリティを共通の理念として設立された新しい大学院大学であり、広く世界各
国出身の学生に対する学際的教育を通じて優れた人材を輩出することが期待されてい
る。

設置形態

相手国内における大学（機
関）としての評価

1.相手大学（機関）

名称

地域／国名

設立年

組織及び規模（学部・研究
所、学生・研究者の数等）

ベトナム国家大学ハノイ校附属日越大学

Vietnam Japan University, Vietnam National University, Hanoi

Trường Đại học Việt - Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội

URL
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責任者：

幹事教員：

責任者：

幹事教員：

協定の種類： 全学協定 担当部局： 総合文化研究科

締結年月： 1999年12月 （最終更新年： 2019 年）

協定の種類： 部局覚書 担当部局： 総合文化研究科

締結年月： 2011年11月 （最終更新年： 2021 年）

協定の種類： 部局覚書 担当部局： 工学系研究科

締結年月： 2004年9月 （最終更新年： 2015 年）

部局名：

係名：

Email：

総合文化研究科

国際研究協力室

irco-komaba@adm.c.u-tokyo.ac.jp

森山　工（総合文化研究科長・教授）

岩月純一　（総合文化研究科・教授）

上記の交流を継続する。

6.更新までのスケジュール（担当部局承認予定日等）

2022年11月　総合文化研究科の部局承認を得る予定。

7.実施責任体制（組織、担当教員名及び構成メンバー等）

12.部局事務担当

8.相手側の対応組織（担当教員名等）

10.同一校（機関）との交流の有無

11.その他特記事項

9.資金計画

ＪＩＣＡとの事業実施契約に基づく委託金、ＪＡＳＳＯ海外留学支援制度に基づく奨学金。

4.これまでの交流実績、成果等

古田元夫（日越大学学長）

Vu Minh Giang（日越大学地域研究専攻長・教授）

5．更新後の交流計画

本協定に基づき、日越大学から2017年度に5名、2018年度に5名、2019年度に4名、2020年度に3名（いずれもAセメ1
学期間）の学生を受け入れた。また、本協定の枠外であるが、全学協定に基づき、2016年度以降、相手大学の大学
院地域研究プログラムの運営を支援している。

有有

無

有

有
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RENEWAL OF THE MEMORANDUM ON STUDENT EXCHANGE 
BETWEEN 

VIETNAM JAPAN UNIVERSITY  
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HANOI 

AND 
GRADUATE SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 

THE UNIVERSITY OF TOKYO 
 
 
 
 
Vietnam Japan University, Vietnam National University, Hanoi (Vietnam) and the 
Graduate School of Arts and Sciences, the University of Tokyo (Japan) (hereinafter 
referred to as the “parties”), in accordance with the provisions of the Memorandum on 
Student Exchange concluded between the parties, agree to extend the Memorandum. 
 
Accordingly, the parties hereby extend the Memorandum of 31/07/2017, for a period of 
five years from 31/07/2022. 
 
 
 
                  
  
 
_________________________________    

 
_________________________________ 

Prof. Dr. FURUTA Motoo Prof. Dr. MORIYAMA Takumi 
Rector Dean 
Vietnam Japan University Graduate School of Arts and Sciences 
Vietnam National University, Hanoi The University of Tokyo 

 
 
Date:  _____  / ______ /2022  
 
 

 
 
Date: _____/ ______/ 2022 
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2022年度

役職 氏名 所属

73 講師 堀内　新之介 相関基礎
公益財団法人　住友電工
グループ社会貢献基金

研究等助成のため 2,000,000

74 准教授 加藤　英明 生命環境
加藤　英明（公益財団法人
三菱財団）

研究等助成のため 6,500,000

75 教授 阿古　智子 国際社会
Foundation Open Society
Institute（FOSI）

研究等助成のため 36,587,500

 合　計 45,087,500

2022年度累計 196,571,312

研B　2　号

寄附金・学術指導の受入について

2022年11月24日

受入担当者
寄附者 寄附目的 総額 備考

寄附金

研究支援経費免除

No.

研究支援経費免除
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拡大教授会 

 

○ 報告事項 

１．総務委員会報告 
２．研究科長・学部長・研究所長合同会議等報告（総Ａ１号）（総Ａ２号）（総Ｂ２号） 
３．全学環境安全管理室等会議・事故災害報告（総Ｂ３号)  

４．各委員会報告（経Ｂ１号）（経Ｂ２号）（経Ｂ３号）（教Ｂ４号）「東京大学教養学部第 143 回 

オルガン演奏会」 

５．令和４年度における研究倫理教育の受講の徹底について（研Ｂ４号） 

６．その他 

・2022 年冬駒場Ⅰキャンパス節電のお願い 
・教養教育高度化機構「アクティブラーニングニュースレター」の発行について 

 

 ○ 議題 

１．東京大学大学院総合文化研究科副研究科長選考内規の一部改正について（総Ｂ６号） 

２．東京大学教養学部評議員選考内規の一部を改正する規則について（総Ｂ７号） 

３．連携研究機構の設置について（未来戦略 LCA 連携研究機構）（研Ｂ３号） 

４．東京大学とテヘラン大学との学術交流協定について（教Ｂ１号） 

５．戦略的パートナーシップ大学プロジェクト国立台湾大学チームへの新規参加について（教Ｂ２号） 

  

 

教 授 会 
  

○議題 

１．次期研究科長予定者の選挙について（総Ｂ４号） 

２．次期副研究科長ならびに次期評議員の選考日程について（総Ｂ５号） 

 
○ 教員人事 
  講   師    報  告   １件 

准  教  授        報  告   ５件 

教   授    提  案   １件 

         報  告   １件        計８件 

         

２０２２年１１月２４日 
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 [ 拡大教授会 ]        

委 員 会 関 係 

                                       

 

教 務 委 員 会   
                 
財  務  委  員  会    ・間接経費の教員配分について（経Ｂ１号） 
                ・2022 年度における預託金制度について（経Ｂ２号） 
 
教 育 研 究 経 費 委 員 会     ・2022 年度第 2 回教育支援経費配分案について（経Ｂ３号） 

 

 
情 報 基 盤 委 員 会 
 
入 試 委 員 会    ・共通テスト監督補助者の募集掲示について（教Ｂ４号） 
 
 
教 養 教 育 評 価 委 員 会 
 
学 生 委 員 会   
 
      三 鷹 国 際 学 生 宿 舎 
      運 営 委 員 会  
 
図 書 委 員 会                    
 

前 期 運 営 委 員 会 
 
後 期 運 営 委 員 会     

                                      

建 設 委 員 会 
 
環 境 委 員 会 
 

防 災 委 員 会 

                   
そ の 他                    
 
オ ル ガ ン 委 員 会   ・東京大学教養学部第 143 回オルガン演奏会 
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拡大教授会および教授会議事要旨(案) 

日 時   ２０２２年１０月２０日（木） １５：００～１６：５４ 

場 所   Ｚｏｏｍ会議 

出席者     ２４５名 

 

議 題 

○ 報告事項 

１．総務委員会報告 

研究科長から、１０月６日、１０月２０日開催の総務委員会について説明・報告があった。 

２．研究科長・学部長・研究所長合同会議等報告 

研究科長から、９月２７日、１０月１８日開催の研究科長・学部長・研究所長合同会議について、資料

（総Ａ１号）（総Ｂ１号）に基づき説明・報告があった。 

３．全学環境安全管理室等会議・事故災害報告 

環境安全管理室道上達男室長から、資料(総Ｂ２号) に基づき報告があった。 

４．各委員会報告 

・柳原大教務委員会委員長から、2022 年度東京大学 9月入学者数等(PEAK)について、資料（教Ｂ１ 

号）に基づき説明があった。 

   ・柳原大教務委員会委員長から、2022 年度Ａｾﾒｽﾀ （ーA1・A2 ﾀｰﾑ）定期試験の実施について、資料（教 

Ｂ２号）に基づき説明があった。 

   ・柳原大教務委員会委員長から、2022 年度Ａｾﾒｽﾀｰ（A1・A2 ﾀｰﾑ）成績報告について、資料（教Ｂ３ 

号）に基づき説明があった。 

・真船文隆財務委員会委員長から、研究支援経費（間接経費）の取扱いについて、資料（経Ｂ１号）

に基づき説明があった。 

・真船文隆財務委員会委員長から、コロナ対策経費の要求について、資料（経Ｂ２号）に基づき説明

があった。 

 ・市橋伯一情報基盤委員会委員長から、次期 ITC-LMS と ECCS 端末について、資料（総Ｂ３号）に基

づき説明があった。 

 ・石井剛学生委員会副委員長から、第 73 回駒場祭の開催について、資料（学Ｂ１号）に基づき説明

があった。 

 ・田村隆環境委員会委員長から、環境整備について、説明があった。 

 ５．2022 年度教員評価について 

  月脚達彦副研究科長から、説明があった。 

 ６．進学選択の結果について 

清水晶子副研究科長から、資料（教Ｂ４号）に基づき説明があった。 

 ７．その他 
 ・市野川容孝教授から、総合文化研究科・教養学部におけるコンプライアンス対応について問題提 

起があり、意見交換がなされた。 

 

田村隆准教授から、研究科長補佐着任の挨拶があった。 

広域システム科学系小田隆史准教授から、１０月１日付着任の挨拶があった。 

附属教養教育高度化機構福永玄弥准教授から、１０月１日付着任の挨拶があった。 

 

○ 審議事項 

１．女性人事加速サポート「2022 年度人事マネジメント支援プログラム」の申請について 

   月脚達彦副研究科長から、資料（総Ｂ４号）に基づき説明がなされ、審議の結果、了承された。 

２．ネーミングプランの設置について 

真船文隆副研究科長から、資料（経Ｂ３号）に基づき説明がなされ、審議の結果、了承された。 - 15 -



 

 

 

以下､教授会構成員対象の議題です。 

 
教授会 
 〇議題 

１．教員人事の投票について 
２．次期研究科長予定者の選挙について 
 

 〇教員人事 
講   師    報  告    ２件 

准  教  授        報  告    ８件 

教   授    報  告    １件 

 

                          計 １１件 

                             
         

以上 
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研究科長・学部長・研究所長合同会議

令和4年11月22日 （火） 15:00～

議題及び資料

 学内外情勢

学内外情勢

０１

(資料1)

総長

 広報・コミュニケーション活動報告

広報・コミュニケーション活動

０２

(資料2)

＊報告
武田執行役

 就業規則等の改正

就業規則等の改正（案）

０３

(資料3)

＊審議
今泉理事

 東京大学とエルサレム・ヘブライ大学との全学学生交流覚書締結０４

＊審議

(資料4) 国際交流協定・覚書締結計画書（エルサレム・ヘブライ大学）

林理事

シュツットガルト大学（ドイツ）との全学覚書終結

東京大学とシュツットガルト大学との全学覚書終結

０５

(資料5)

＊審議
林理事

東京大学とルーヴァンカトリック大学（Université Catholique de Louvain)との全学協定終結

０６

(資料6)

ルーヴァンカトリック大学（Université Catholique de Louvain)（ベルギー）との全学覚書終結 林理事

 柏の葉ライフサイエンス協議会への参画

柏の葉ライフサイエンス協議会発足趣旨等説明資料（学内教職員限り）

０７

(資料7)

＊審議
相原理事

 女性人事加速サポート 2022年度人事マネジメント支援プログラムの審査結果

2022年度人事マネジメント支援プログラム審査結果

０８

(資料8)

＊報告
林理事

 女性人事加速サポート 2023年度人事マネジメント支援プログラム及び2023 年度給与マネジメント
支援プログラムの実施

9-1:2023年度女性人事加速サポート人事マネジメント支援プログラム（申請要領）、9-2:2023年度女性人事加
速サポート給与マネジメント支援プログラム（申請要領）、9-3:（参考資料）人件費等支援制度について

０９

(資料9)

＊報告

林理事

リカレント教育・生涯教育に関する実施状況調査（報告）

リカレント教育・生涯教育に関する実施状況調査について（報告）

１０

(資料10)

＊報告
津田執行役

 研究評価および「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」に関する意見照会

研究評価および「研究評価に関するサンフランシスコ宣言」に関する意見照会について（依頼）

１１

(資料11)

＊報告
齊藤理事

 標的型攻撃メール訓練の実施

標的型攻撃メール訓練の実施について（通知）（学内限り）

１２

(資料12)

＊報告
今泉理事

 第2回情報セキュリティセミナー（管理者向け）の開催

2022年度第2回情報セキュリティセミナー（管理者向け）「サイバー攻撃の情勢と対策・学内における標的型攻
撃メールの状況」の開催について（通知）（学内限り）

１３

(資料13)

＊報告
今泉理事

 情報システムの疑似侵入テスト（ペネトレーションテスト）の実施

情報システムの疑似侵入テスト（ペネトレーションテスト）の実施について（通知）（学内限り）

１４

(資料14)

＊報告
今泉理事

＊審議
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議題及び資料

 教職員千円寄付キャンペーン

教職員1,000円寄付キャンペーン

１５

(資料15)

＊報告
津田執行役

 寄付講座、社会連携講座及び国立研究開発法人連携講座等の設置等

寄付講座、社会連携講座及び国立研究開発法人連携講座等の設置等

１６

(資料16)

＊報告
齊藤理事

その他　
（１）令和4年度学生表彰「東京大学総長賞」の推薦募集

令和4年度学生表彰「東京大学総長賞」の推薦募集について（案）

１７

(資料17)

藤垣理事

（２）2023年度体験活動プログラムに関する企画募集

体験活動プログラムの企画募集について（依頼）(資料18)

津田執行役
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                                                                   経 B１号 

2022 年 11 月 24 日  
  教員各位  
  

研究科長 
   

間接経費の教員配分について 

 
  競争的資金獲得に伴う間接経費について、より研究活動を実施していくための本来の趣
旨に合致するよう下記配分割合によって算出した額を一律に獲得教員へ配分するものとし
ます。 

記 
  
配分割合：獲得した間接経費のうち、教養学部に配分される額の 15 分の 1 を下記の配分基
準に基づき配分します。 
 
【配分基準】  
1．対象経費は科学研究費補助金、COE、NEDO、受託研究、共同研究等、間接経費が計上

されている競争的資金を対象とする。ただし、寄附金は除きます。 
 
２．対象者は常勤教員・非常勤教員・特任教員とします（申請は不要）。ただし、学術研究

員及び特別研究員については、申請によって配分できるものとします（所属する専攻・系・
機構等で予算管理できることが条件）。 

 
３．配分割合は、研究支援経費（間接経費）の総獲得額及び施設維持管理等の所要額を勘案

し、毎年度、研究科長室会議にて決定します。 
 
４．配分割合に基づき算出した額（1 円未満切り捨て）を大学運営費で所属先（当該外部資

金が紐付いている部署）に配分します。 
 
５．獲得教員が他機関・他部局に異動して競争的資金の残額を送金する際、または額の確定

等により競争的資金を返納する際は、配分された大学運営費をその額に応じて精算しま
す。 

 
なお、研究支援経費(間接経費)の取扱いについて第 5 項（申請限度額）の限度額は、現状

どおり各研究課題等の当該年度に採択(配分)された研究支援経費(間接経費)の 1/4 の範囲内
とし、本配分に伴う減額をする必要はありません。 
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 経 B２号 
 

２０２２年４月２１日 

各予算部署事務担当者 殿 

経理課財務チーム 

２０２２年度における預託金制度について 
 

このことについて、２０２２年度における本制度の取扱いを以下のとおりとしますので、本制度を利用す

る場合は、申請手続きを参照の上、別紙申請書を提出願います。 

 

記 

１．制度の趣旨について 

各予算部署において、年度を超えた事業計画を実現させるため、２０２２年度予算を預かり預託金申請時の

執行計画に基づき各予算部署へ返金する制度。 

２．利息について 

利息を付けないものとします。 

３．対象となる予算科目について 

大学運営費－教育研究経費（予算科目コード：１００２０２）とします。 

４．申請手続きについて 

１）申請書の提出期限及び提出先 

一次締切：２０２２年７月１５日／財務チームに別紙申請書を提出 

最終締切：２０２２年１１月３０日／同上 

２）申請限度額 

一次締切：原則として、当初予算配分額の５０％までとします。 

最終締切：当初予算配分額の１０％まで。ただし、最終締切申請額（各専攻・系等から申請された額

の合計額）の受入は４千万円までとします。 

※本部預託金の締切後であり、多額の申請は教養学部だけでは対応できないため、最終

締切申請額が４千万円を超えた場合には申請された額を減額調整（当初予算配分額の１

０％を下回る場合がございます。）することを了承願います。 

  ３）預託金申請書 

預託金申請書には執行計画及び使途を記入願います。 

専攻等の予算で複数の教員の取りまとめを行っている場合には使途の記載は不要です。 

なお、使途記載の有無に関わらず、執行計画は、必ず記入願います。また、返金を受けた預託金を

再度預託することのないよう本制度の趣旨に沿った申請をお願いします。 

５．返還手続きについて 

     毎年度末に預り書を配布します。預り書に記載された返済額に基づき、当該年度の返金額を１０月 

末頃までに返金しますので、預り書の金額に誤りがないか確認願います。 

６．執行計画の変更について 

１）前年度以前に計画した執行計画に変更が生じた場合は、７月１日までに別添の変更届を財務チーム

に提出願います。なお、複数回にわたり計画を変更するなど実行性に疑義が生じる場合には個別に説明

を求める場合がありますので留意願います。 

２）当該年度一次締切に申請した預託額に修正が生じた場合には、最終締切日までに再度預託金申請書

を提出願います（減額のみ可、増額は不可。ただし、大幅な減額の場合は早急に連絡願います。）。 
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７．その他 

１）本件で言う「当初予算」とは、前期課程委員会経由分、後期課程委員会経由分、大学院専攻経由分、

附属施設・関連施設・事項指定等の学部共通経費を指すものとします。ただし、研究室・建物維持運営

経費、教育支援経費、および大学院生・留学生等経費は対象外とします。また、預託金返済額について

も、当初予算には含みません。 

２）二次及び三次配分予算、もしくは自己収入分の預託を希望される場合は、別途相談願います。 

３）原則、預託申請した予算は、最終締切以降は修正・返却はできませんので、ご注意願います。 

４）当該年度でマイナス執行が５０万円以上の場合、マイナス額に 1.1 を乗じた額を精算（千円未満切 

り上げ）、５０万円未満の場合はマイナス執行額分（千円未満切り上げ）を翌年度に精算とします。 

５）借入金制度につきましては、借入実績が少数であることから制度としての運用が廃止されておりま

す。借入が必要となった場合には個別にご相談ください。 
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経B３号

（単位：千円）

No 学科・部会等名 要　　求　　事　　項　　名
配分額
（案）

1 歴史学部会 資料閲覧のための図書室環境整備 102

2 社会科学４部会合同 『最高裁判所判例解説』平成年間60冊分の欠巻補完経費 201

3 ライティングセンター 駒場アカデミック・ライティング・センター（CAWK）の案内板 102

4 国文・漢文学部会 安定的にハイフレックス授業を行うための環境整備 81

5 教養学科 スピーカー・マイク付きウェブカメラの購入 76

6 生物部会 t-ブタノール凍結乾燥装置およびマグネトロンスパッタ装置 1,700

7 身体運動部会 バリアフリー卓球台、テニス用素振り/打撃練習機 589

8 学際科学科
生物圏システム科学実験及び地球圏システム科学実験の授業科目で実施する
宝石の合成と鑑定に必要な加熱炉とその周辺用具の導入

1,043

9 化学部会 電気着火式ブンゼンバーナーの導入 1,576

10 統合自然科学科 プロジェクタの更新と顕微鏡制御用パソコンとデータ解析用パソコン購入 1,516

11 先進部会
マルチカラムサーモスタット 1台、ラップトップPC 1台、ローパワーディテクタ 1
台、オートクレーバブルニチペット 4点 x 2セット、キャピラリーカラム 1点

1,357

12 物理部会
前期課程物理実験　主体的な実験学習を実現するための実験器具・測定器の
導入

1,657

10,000

【2022年度　第2回】教育支援経費配分表（案）

合計
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令和 4 年１１⽉１８⽇
研究倫理責任者（部局⻑）殿

理事・副学⻑
研究倫理推進室⻑

藤 垣 裕 ⼦

令和４年度における研究倫理教育の受講の徹底について

平素より研究倫理の推進に関してご協⼒いただきありがとうございます。
各部局におかれては、各部局が策定する「令和 4 年度 研究倫理教育実施計

画」に基づき、定期的に研究倫理教育を実施しているものと承知しております。
研究倫理教育の受講率については、本学の「第４期中期⽬標・中期計画」の評

価指標において、毎年度９０％以上とすることが設定されています。
昨年度の⼤学全体での受講率は約８５％となっております。
各部局におかれては、研究倫理教育の受講対象者及び受講状況等について確

認いただき、未受講者及び確認書未提出者に対しては研究倫理教育の受講及び
確認書の提出について徹底をお願いいたします。特に、受講率が９０％に充たな
い部局におかれましては、⼀層の徹底をお願いいたします。

なお、今年度の受講率及び研究倫理等に係る取組状況報告、来年度の研究倫理
教育実施計画策定の依頼については、例年同様に、令和５年 2 ⽉頃に⾏う予定
です。

引き続き、研究倫理教育の実施と徹底についてご協⼒くださるよう、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

【本件担当】
本部研究倫理推進課 秋⼭、池⾕
内線 21727，20620
Email：kenkyu-kihan.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

研B4号
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東京大学大学院総合文化研究科副研究科長選考内規の一部を改正する規則（案） 
 

改正理由：被選挙権者の規定の見直しに伴い、所要の改正を行うものである。 

現   行 改   正 

（略） 
（被選挙権者） 
第５条 副研究科長の被選挙権者は、教授会内規第２条に定める教

授会構成員のうち専任教授とする。 
 

 

 

 

 
（選挙権者） 
第６条 副研究科長の選挙権者は、教授会内規第２条に定める教授

会構成員に限るものとする。 
（略） 

（略） 
（被選挙権者） 
第５条 副研究科長の被選挙権者は、次の各号に掲げる者とする。 
 

(1) 教授会内規第２条に定める教授会構成員（以下「教授会構

成員」という。）のうち専任教授 

(2)  かつて教授会構成員の専任の教授、准教授又は講師であっ

た者のうち、副研究科長予定者の任期の初日において教授会構

成員の専任教授であることが見込まれる者 

（選挙権者） 
第６条 副研究科長の選挙権者は、教授会構成員に限るものとす

る。 
（略） 

附 則 

この内規は、令和 年 月 日から施行する。 
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4673670382
テキストボックス
総Ｂ６号




   東京大学大学院総合文化研究科副研究科長選考内規 

 

制定 平成１７年１１月１８日 

 （総則） 

第１条 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部研究科長室の組織等に関する内規第３

条第６項に定める大学院総合文化研究科副研究科長（以下「副研究科長」という。）の選

考は、他の規定の定めるところによるほか、この内規の定めるところによる。 

 （選考） 

第２条 次の各号により副研究科長に欠員が生じることとなったとき、又は欠員が生じた

ときは、東京大学大学院総合文化研究科組織規則第４条及び東京大学教養学部組織規則

第４条に定める教授会において、後任副研究科長の選考を行うものとする。 

 (1) 任期満了 

 (2) 辞任 

 (3) 前２号以外の事由 

 （予告及び選挙） 

第３条 研究科長は、前条第１号の事由の生じる日の３か月以上前の教授会において、副

研究科長予定者の選挙を行うものとし、当該教授会の 1 回前に開催の教授会で、その予

告を行うものとする。 

２ 研究科長は、前条第２号および第３号の事由が生じることとなったときは、速やかに

その事由と後任予定者の選考について事前に予告を行ったうえ、後任予定者の選考に関

する教授会を開催しなければならない。 

 （定足数） 

第４条 第２条の教授会は、開催日現在における東京大学大学院総合文化研究科教授会・

教養学部教授会内規（以下「教授会内規」という。）第６条第２項各号に定める者を除く

教授会構成員の３分の２以上の者の出席を必要とする。 

 （被選挙権者） 

第５条 副研究科長の被選挙権者は、教授会内規第２条に定める教授会構成員のうち専任

教授とする。 

 （選挙権者） 

第６条 副研究科長の選挙権者は、教授会内規第２条に定める教授会構成員に限るものと

する。 

 （被選挙権者の区分） 

第７条 副研究科長は、次の区分から選考するものとする。 

 (1) 言語情報科学専攻、超域文化科学専攻、地域文化研究専攻、国際社会科学専攻及び

附属グローバル地域研究機構 

 (2) 広域科学専攻 

 (3) 前 2 号の区分に該当しない教員については、その教員の専門分野に応じて研究科長

が適宜判断のうえ、前 2号のいずれかの区分を適用する。 

 （予備選挙） 

第８条 副研究科長の予備選挙は、前条の区分により、欠員の生じた区分の選挙権者全員

の無記名による２名連記式投票により、副研究科長候補者を選出する。 

【参考
【参考（現行）】
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２ 前項の投票の結果、得票数の上位３名の者を副研究科長候補者とし、当該教授会で五

十音順に発表する。 

３ 前項の場合において、上位３名の者と得票同数の者があるときは、同数の者全員を副

研究科長候補者とする。 

 （本選挙） 

第９条 副研究科長の本選挙は、前条の候補者を参考として、出席者全員の無記名による

単記式投票を行い、投票総数の過半数を得た者を副研究科長予定者とする。 

２ 前項の第１回投票において、投票総数の過半数を得た者がないときは、引き続き、前

項により第２回投票を行う。 

３ 前項の第２回投票において、なお、投票総数の過半数を得た者がないときは、第２回

投票における上位得票者２名（上位２位までの票を得た者が２名を超える場合において

は、その全員）について、引き続き第１項による第３回投票を行い、第１項に関わらず、

その得票上位の者を副研究科長予定者とする。 

４ 前項の第３回投票において、なお、得票数が同数の場合、くじにより副研究科長予定

者を定める。 

 （辞退） 

第１０条 副研究科長予定者とされた者は、相当の理由がある場合を除き、辞退すること

ができない。 

２ 副研究科長予定者に選出された者が辞退した場合は、前条２項の第２回投票から再選

挙を行う。 

 

   附 則 

１ この内規は、平成１７年１１月１８日から施行する。 

２ この内規施行の日において、従前の規定により選出された副研究科長の任期は、なお、

従前の例による。 

３ 東京大学大学院総合文化研究科副研究科長選考内規（平成１６年１２月１６日制定）

は、廃止する。 

   附 則 

  この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成２３年７月２１日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成２６年７月１７日から施行する。 
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東京大学教養学部評議員選考内規の一部を改正する規則（案） 
 

改正理由：被選挙権者の規定の見直しに伴い、所要の改正を行うものである。 

現   行 改   正 

（略） 
（被選挙権者） 
第５条 評議員の被選挙権者は、教授会内規第２条に定める教授会

構成員のうち専任教授とする。 
 

 

 

 

 
（選挙権者） 
第６条 評議員の選挙権者は、教授会内規第２条に定める教授会構

成員に限るものとする。 
（略） 

（略） 
（被選挙権者） 
第５条 評議員の被選挙権者は、次の各号に掲げる者とする。 
 

(1) 教授会内規第２条に定める教授会構成員（以下「教授会構

成員」という。）のうち専任教授 

(2)  かつて教授会構成員の専任の教授、准教授又は講師であっ

た者のうち、評議員予定者の任期の初日において教授会構成員

の専任教授であることが見込まれる者 

（選挙権者） 
第６条 評議員の選挙権者は、教授会構成員に限るものとする。 

 

（略） 

附 則 

この内規は、令和 年 月 日から施行する。 
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4673670382
oumu 
総Ｂ７号




   東京大学教養学部評議員選考内規 

 

制定  平成１７年１１月１８日 

 （総則） 

第１条 東京大学教育研究評議会内規第１条第２項に定める教養学部評議員（以下「評議

員」という。）の選考は、他の規定の定めるところによるほか、この内規の定めるところ

による。 

 （選考） 

第２条 次の各号により評議員に欠員が生じることとなったとき、又は生じたときは、東

京大学大学院総合文化研究科組織規則第４条及び東京大学教養学部組織規則第４条に定

める教授会において、後任評議員の選考を行うものとする。 

 (1) 任期満了 

 (2) 辞任 

 (3) 前２号以外の事由 

 （予告及び選挙） 

第３条 研究科長は、前条第１号の事由の生じる日の３か月以上前の教授会において、評

議員予定者の選挙を行うものとし、当該教授会の１回前に開催の教授会で、その予告を

行うものとする。 

２ 研究科長は、前条第２号および第３号の事由が生じることとなったときは、速やかに

その事由と後任予定者の選考について事前に予告を行ったうえ、後任予定者の選考に関

する教授会を開催しなければならない。 

 （定足数） 

第４条 第２条の教授会は、開催日現在における東京大学大学院総合文化研究科教授会・

教養学部教授会内規（以下「教授会内規」という。）第６条第２項各号に定める者を除く

教授会構成員の３分の２以上の者の出席を必要とする。 

 （被選挙権者） 

第５条 評議員の被選挙権者は、教授会内規第２条に定める教授会構成員のうち専任教授

とする。 

 （選挙権者） 

第６条 評議員の選挙権者は、教授会内規第２条に定める教授会構成員に限るものとする。 

 （予備選挙） 

第７条 評議員の予備選挙は、選挙権者全員の無記名による２名連記式投票により、評議

員候補者を選出する。 

２ 前項の投票の結果、得票数の上位３名の者を評議員候補者とし、当該教授会で五十音

順に発表する。 

３ 前項の場合において、上位３名の者と得票同数の者があるときは、同数の者全員を評

議員候補者とする。 

 （本選挙） 

第８条 評議員の本選挙は、前条の候補者を参考として、出席者全員の無記名による単記

式投票を行い、投票総数の過半数を得た者を評議員予定者とする。 

２ 前項の第１回投票において、投票総数の過半数を得た者がないときは、引き続き、前

【参考（現行）】
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項により第２回投票を行う。 

３ 前項の第２回投票において、なお、投票総数の過半数を得た者がないときは、第２回

投票における上位得票者２名（上位２位までの票を得た者が２名を超える場合において

は、その全員）について、引き続き第１項による第３回投票を行い、第１項に関わらず、

その得票上位の者を評議員予定者とする。 

４ 前項の第３回投票において、なお、得票数が同数の場合、くじにより評議員予定者を

定める。 

 （辞退） 

第９条 評議員予定者とされた者は、相当の理由がある場合を除き、辞退することができ

ない。 

２ 評議員予定者に選出された者が辞退した場合は、前条２項の第２回投票から再選挙を

行う。 

 

   附 則 

１ この内規は、平成１７年１１月１８日から施行する。 

２ この内規施行の日において、従前の規定により選出された評議員の任期は、なお、従

前の例による。 

３ 東京大学教養学部評議員候補者選考内規（平成４年４月１６日制定）は、廃止する。 

   附 則  

  この内規は、平成２２年４月１日から施行する。 
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平成１７年１１月１８日 

 

   東京大学教養学部評議員等の選考についての申し合わせ 

 

 

第 1 東京大学大学院総合文化研究科組織規則第６条に定める研究科長、同規則第７条に定め

る副研究科長及び東京大学教育研究評議会内規第１条第２項に定める教養学部評議員（以下

「評議員」という。）の選考については、他に定めるもののほか、この申し合わせによるも

のとする。 

 

第２ 評議員に欠員が生じることとなったとき、又は欠員が生じたときは、研究科長が東京大

学大学院総合文化研究科副研究科長選考内規に基づき選考された副研究科長の中から評議

員予定者を提案し、東京大学大学院総合文化研究科組織規則第４条及び東京大学教養学部組

織規則第４条に定める教授会の議を経たときは、東京大学教養学部評議員選考内規第７条及

び第８条の規定にかかわらず、評議員を選考することができるものとする。 

 

第３ 評議員予定者となる者の選出母体は、任期の開始時期が西暦の奇数年度は副研究科長選

考内規第７条第１号に定める区分とし、西暦の偶数年度は同条第２号に定める区分とする。 

 

第４ 第３項により西暦の偶数年度に任期を開始した者は、東京大学教育研究評議会内規第１

条第４項に定められた任期の途中にあっても、当該年度末に評議員を辞任するものとする。 

 

第５ 第３項により西暦の奇数年度に任期を開始した者の任期は、前項の規定により辞任した

者の残任期間とする。 

 

第６ 研究科長は、研究科長、評議員又は副研究科長に欠員が生じることとなったとき、又は

欠員が生じたときは、当該研究科長等の選考について、あらかじめ大学院数理科学研究科長

と協議するものとする。 

 

   附 則 

  この申し合わせは、平成１７年１１月１８日から実施する。 

   附 則 

  この規則は、平成２２年４月１日から実施する。 

 

了 解 事 項 

  この申し合わせは、大学院総合文化研究科及び大学院数理科学研究科の必要に応じ、見直

すことができるものとする。 
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R3.4.1版様式

　総　　　　　長　　　殿

令和５（2023）年４月１日

令和４（2022）年10月28日

先端科学技術研究センター所長　　杉山　正和
工学系研究科長　　　　　　　　　染谷　隆夫
農学生命科学研究科長　　　　　　堤　伸浩
経済学研究科長　　　　　　　　　星　岳雄
総合文化研究科長　　　　　　　　森山　工
新領域創成科学研究科長　　　　　出口　敦
公共政策学連携研究部長　　　　　飯田　敬輔
生産技術研究所長　　　　　　　　岡部　徹
未来ビジョン研究センター長　　　城山　英明
環境安全研究センター長　　　　　辻　佳子

連携研究機構設置申請書

　　　東京大学基本組織規則第21条の5第1項の規定に基づき、別紙のとおり連携研究機構の設置を申請致します。

記

連携研究機構の名称： 未来戦略LCA連携研究機構

設置予定年月日：

様式１－２

研B3号
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四角形



1 設置予定年月日

2

連携部局名

※連携部局全てについて記載
　　（全学組織を含む）

3 学外の連携機関・企業等

4
組織の名称
（英語名称）

5 全体概要

6 設置目的

7
連携研究機構の長
　　（氏名・所属・職名）

8 参画教員

9

組織・運営体制
（部局間等連携体制）

　　人事管理体制

令和５（2023）年４月１日

先端科学技術研究センター(主管部局)
工学系研究科
農学生命科学研究科
経済学研究科
総合文化研究科
新領域創成科学研究科
公共政策学連携研究部
生産技術研究所
未来ビジョン研究センター
環境安全研究センター

国立研究開発法人　産業技術総合研究所
国立研究開発法人　国立環境研究所
(社会連携研究部門参加企業名を今後追記:11月末予定)

未来戦略LCA連携研究機構
　（英語名称：UTokyo LCA Center for Future Strategy　）　（略称　UTLCA)

東京大学　連携研究機構　設置申請書

製品やサービスについて、その原料調達段階から、製造・輸送・販売・使用・廃棄・再利用に至るライフサイクル全体に起
因する環境・社会・経済への影響を定量評価するライフサイクルアセスメント（LCA）は、カーボンニュートラルやサーキュ
ラーエコノミーを実現した持続可能社会の構築を確実なものにするために必須の学理である。本連携研究機構では、本学
内の多様な部局で活動するLCA及び関連する評価技術研究者の連携を強化し、既存の製品・サービスの評価を目的とし
て展開されてきた従来のLCAの学理体系を将来の布石を打つための「先制的LCA」に発展させる。「先制的LCA」は、先端
科学技術研究の成果として将来社会実装される製品・サービスがもたらす社会的インパクトを未来予測的に評価する学理
である。学内外の先端科学技術研究グループ、学外のLCA研究機関、企業、行政、NPOと共同し、学理の構築・実践・展開
を図ることによって、技術評価の支援、効果的な将来技術の導入戦略の立案、そして科学技術政策の策定を支援する。学
理の実践や各種教育活動を通じて、先端科学技術とLCA分野を併せて理解できる人材育成の場を構築する。さらに、産業
技術総合研究所や国立環境研究所に加え、海外の中心的なLCA研究者・大学・研究機関とも連携し、先制的LCAの学理
を追求する国際拠点を形成する。本学内や国内の研究プロジェクトから生み出される多様な先端科学技術の研究シーズ
から、あるべき持続可能な未来社会の構築に向けて開発すべき研究テーマの調査・比較・提案などを実施し、未来ビジョン
研究センター内に設置されているグローバル・コモンズ・センターとも連携して政策提言の発信を行う。

　持続可能な社会の構築には、多様な分野の技術によるイノベーションとその社会実装施策が欠かせないが、研究開発段
階での技術による将来の持続可能性への貢献を定量的に評価する手法は確立していない。将来への布石を「今」評価す
る手法、すなわち「先制的LCA」の確立が求められている。本学内の各部局では個別の分野において国際的にも活躍する
多数のLCA研究者が独立して活動している。これらのLCA研究者の連携を強化し、国内・海外の研究者・大学・研究機関と
の連携を進めることによって、世界をリードするLCA研究拠点を本学に構築する。
　研究活動では、先端科学技術研究者及び産業と協働して、具体的な対象からLCA分析の課題を抽出し、その解決を図り
ながら社会が求める先制的LCA学理を構築する。
　教育活動では、学生や社会人が各部局でのLCA教育と当機構での実践的研究活動に参加することによって、先制的
LCA学理を実践できるLCA人材を育成する。
　多くの分野での実践的研究成果と研究教育活動を通して、先端科学技術の社会実装戦略と科学技術政策を提言する。

杉山　正和・先端科学技術研究センター・教授

別紙のとおり

　本機構の参画教員は学内兼務とし、運営にかかる事務業務及び人事管理、予算管理は主管部局である先端科学技術
研究センターを中心とした関連部局が責任を持って行う。各参加部局の幹事教員が参加する協議会を設置し、運営方針

を決定する。研究は、学内外の先端科学技術研究グループ及び本機構の元に設置を予定している社会連携研究部

門に参画する企業と連携し、具体的な研究テーマを立案し、テーマごとに各部局からの教員や連携する学内外の

研究者で構成する研究チームを柔軟に構成しながら推進する。

　新規共同研究の立案と推進、及び部局間の調整を担う特任教員とURAを社会連携研究部門に配置するととも

に、広報や運営のために学術専門職員を配置することを計画している。社会連携研究部門に所属する人材の雇用

は前記の協議会で審議し、これにかかる人件費は社会連携研究部門における共同研究費、連携研究機構としての

学内概算要求・受託研究費、未来社会共創基金（FSI基金）を通して得られる寄附金、さらに人材育成事業によっ

て得られる収入によって賄う。

- 33 -



概要説明

令和５ (2023)年度 令和６ (2024)年度 令和７ (2025)年度 令和８ (2026)年度 令和９ （2027）年度
計

（百万円）

100 120 120 120 120 580

　人件費 60 70 70 70 70 340

　事業実施費
30 30 30 30 30 150

　運営費
10 20 20 20 20 90

金額
（百万円）

60

30

10

100

11
設置予定期間及び
自己評価を行う時期

12 実施内容

13
本学の基本方針との具体的関
連性

10

本機構では、学内研究者の知の総合化による先制的LCA学理の構築と、本機構の元に設置

を予定している社会連携研究部門における産業界と共同研究および国等からの委託研究

による学理の実践を同時並行して推進する。また、その成果の社会への発信により、未

来社会共創基金（FSI基金）を通して寄附金を獲得する。

計

　期間：令和５（2023）年４月１日　～令和１５（2033）年３月３１日
　自己評価実施予定時期：令和９（2027）年、令和１４（2032）年

本機構では、UTokyo　Compassに示される【地球規模の課題解決の取組】として、科学的根拠に基づいて未来の持続可能
な社会を戦略的に構築するための先制的LCAの学理を確立する。先端科学技術の公平かつ高信頼性の先制的LCA分析
の実践により、エビデンスに基づく社会実装戦略を提示し、SDGsの達成に貢献する。このために以下のような活動を行う。

1．開発段階の先端科学技術を対象とする、新たなLCAの学理展開（学内外の先端科学技術研究者とLCA研究者の共創）
　従来のLCAを超える学理としての先制的LCA学理を確立する。この学理からカーボンニュトラルやサーキュラーエコノミー
などの持続可能な社会構築に資する先端技術評価のための共通手法を構築する。具体的には次のような課題を議論でき
る学理とする。
　　①当該技術の実装が影響を与える社会システム要素の把握とその技術と社会の時間軸を含む相互作用
　　②当該技術の専門知から実装システム設計までの道筋を示し、実験室技術から社会実装システムのパフォーマンスの
推定
　　③地理的有効範囲が小さく、かつ差異が大きなインベントリ情報やインパクトの推定による地域依存性・気候依存性の
考慮
　このような手法を学内および参加企業等における開発中の先端技術を事例として適用し検証しながら共通化・標準化を
進める。このために、社会連携研究部門参加企業と学内教員、連携研究機関が参加する研究会を定期的に開催すると共
に、特定テーマを議論するワーキンググループを設置し、産学や産業分野の枠を超えた情報交換の場を形成する。

２．先制的LCA学理を実践し、手法を展開できる人材の育成
　先制的LCAの実践や教育活動を通じて、先端技術とLCAの専門知を併せ持つ人材を育成する。学内共通講義の実施、
参画教員による学生や派遣研究員の指導を行う。学位取得も支援する。

３．産業政策への提言・市民社会への発信
　産業や政策立案における先制的LCA活用推進のための支援や制度設計について政策提言を行う。本機構の成果を総
合して、GXを加速する技術実装戦略や科学技術政策の提言を行う。
　持続可能な社会を構成する重要なステークホルダーである学生や市民、マスコミへの提言、情報提供を通して、人々の
行動変容を支援する。

４．国内研究者や研究機関との連携を推進し、世界レベルのLCA研究拠点を形成し、学理追究・国内外への先制的LCAの
展開・人材育成を産官学連携で推進する。また、国際的な政策合意プロセスや標準化プロセスに積極的に関与し、本機構
の成果を国際的な場でも活用する。

「Perspective　1　知をきわめる」における【地球規模の課題解決への取組】に貢献しようとする先端科学技術研究の効果を
定量的に社会に示す。評価手法研究を通して、文理の多様な分野の研究者が集う場を形成し、【多様な学術の振興】に寄
与する。成果は連携する社会連携研究部門における産官学連携の場で実践し、先端科学技術研究領域での【産学協創に
よる価値創造】を推進する。
「Perspective　2　人をはぐくむ」においては、学内での共通講義の実施や産官からの研究者の受け入れを通して、【高い専
門性と実践力を備え次世代の課題に取り組む人材の育成】【大学と社会をつなぐ双方向リカレント教育の実施】を推進す
る。
「Perspective　3　場をつくる」における【社会への場の広がり】を実践するために、学内の先端科学技術研究の持続可能社
会構築への価値を定量的に示し、さらに【国際的な場の広がり】のために国際連携のための拠点としてグローバルな研究
ネットワークを構築する。

　事業総額

財源名

共同研究費（社会連携研究部門）

受託研究費

寄附金（FSI基金）

組織・運営体制
（部局間等連携体制）

　　　予算運用体制

実施予定期間における
年度別予算運用計画

初年度予算詳細
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15

既存組織（※）との関連、
相違点、役割分担

※既存の部局センター、
　総長室総括委員会下の機構
等

16 将来計画

18 備考

17
部局教授会等承認年月日
　※連携部局全てについて記
載

先端科学技術研究センター　令和４(2022)年○○月○○日　　　承認

未来ビジョン研究センター 　　令和４(2022)年○○月○○日　　　承認

環境安全研究センター　 　　　令和４(2022)年○○月○○日　　　承認

　LCAは、すべての技術の評価に資する基盤技術であり、すでに技術開発や施策の立案、推進に活用されている。このた
め、LCA手法研究者が特定の組織に集中して研究活動を行うよりも、個々の研究は技術開発研究者と同じ組織内で協働
しながら実施することが望ましい。一方で、LCAの実施にはライフサイクルにわたる知識やデータが必要であり、また、文理
の多様な知が求められるため、それらを統合し、共有できる場が求められる。本学の多様な部局に散在するLCA研究者
が、それぞれに持つ専門知を統合するには、連携研究機構が最適である。また、持続可能な社会構築は、喫緊の地球課
題であり、これを解決するためには時限を決め、自らが進捗を確認しながら推進することも求められる。このような場として
も連携研究機構が最も適している。
　また、学内外の研究機関や企業における先端科学技術研究者がLCAを実施する場合に、個別の研究者にアプローチす
る場合が多いが、連携研究機構や設置予定の社会連携研究部門が、その窓口となり、本学や連携研究組織の最適な研
究者を結び付ける役割を担うことができる。

　本機構が目指す、LCAに関わる学際的組織は学内には存在しないが、LCAを活用して持続可能な社会構築を目

指す組織としては、未来ビジョン研究センターとそこに設置されているグローバル・コモンズ・センター、総括

プロジェクト機構「プラチナ社会」総括寄付講座などがあり、連携研究機構としてはエネルギー総合学連携研究

機構、気候と社会連携研究機構などがすでに活動している。経済学研究科社会的共通資本寄付講座では、経済学

の立場から制度設計の研究が行われている。また、再生可能エネルギーや再生可能資源活用、資源循環を対象と

する技術研究・政策研究グループは多数存在する。

　これらは、具体的な研究ターゲットを決めて研究を推進しているが、本機構は、評価手法の共有とそれに基づ

く戦略立案という点で、これらの組織と密接に連携していく。参加教員の多くは、これらの既存組織にも所属

し、課題を共有しながら共通の目的達成に貢献する。

　設置期間中に産業や政策立案基盤としての先制的LCAを確立し、産業界や政策立案組織との連携を確固たるものとす
る。これにより社会連携研究部門や委託研究を継続しながら、学理の実践を広げる。欧州において政策への科学的根拠
を提示・提言する機関として機能しているJoint Research Center（JRC)のように、総合知によって環境政策や産業政策立
案に貢献する新たな組織の設立も視野に入れる。
　初等教育・中等教育から高等教育の場、さらに社会人や生活者にライフサイクル思考を身につける教育の標準化や普及
にも活動を広げていく。

工学系研究科　　　　　　　 　　令和４(2022)年○○月○○日　　　承認

農学生命科学研究科　　　　　令和４(2022)年○○月○○日　　　承認

経済学研究科　　　　　　　 　　令和４(2022)年○○月○○日　　　承認

総合文化研究科　　　　　　　　令和４(2022)年○○月○○日　　　承認

新領域創成科学研究科　 　　令和４(2022)年○○月○○日　　　承認

公共政策学連携研究部　　　 令和４(2022)年○○月○○日　　　承認

生産技術研究所　　　　　　　　令和４(2022)年○○月○○日　　　承認

　気候変動抑止や資源効率向上は国際的合意の元で、各国が目標を設定し、その実施を約束する地球規模課題である。
この目標の達成のためのグリーンイノベーション推進は、環境政策に加えて、国際外交政策、産業政策として重要性を増
しており、政府や民間による研究開発投資が行われている。これと同時に、個別の研究開発の成果が気候変動抑止や資
源効率向上にどの程度貢献するのかを明らかにするため、個別にLCAを実施することが求められている。政策立案や、政
策的投資の立案や審査、個別技術の評価において、本学のLCA研究者個々が貢献しているが、専門分野を超えて文理が
融合し俯瞰的な総合知による技術開発の方向を示すことはできていない。
　本学のLCA研究の水準は世界でもトップレベルであるが、海外研究者や研究機関との連携においては、研究者個人の
ネットワーク作りに依存しており、日本を代表する組織は見当たらない。国際的な合意や標準化の議論においても十分な
プレゼンスを示すことができていない。
　東京大学の公式な組織としての活動とすることによって、個々の研究者の活動を強化し、個別分野に留まらない総合知
によって得られる新たな知見の社会への発信を強化し、日本を代表するLCA研究拠点として学術的にも政策的にも国際的
なプレゼンスを高めることになる。
　学生・産業界における人材育成においても、東京大学の公式な組織による事業とすることによって、カリキュラムの標準
化や実践事例を学ぶ場の共通化が可能となり、多くの人材育成につながる。

②連携研究機構制度の活用が最適とした理由

14
組織設置にあたり連携研究
機構制度を活用する理由

①東京大学の公式な組織として活動を行う理由
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（別紙） 

未来戦略 LCA 連携研究機構 参画教員一覧 
（2022 年 11 月 1 日現在） 

 
１．連携研究機構の長 
氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 
杉山 正和 教授 先端科学技術研究センタ

ー・エネルギーシステム分

野 

大学院工学系研究科 
大学院経済学研究科 
エネルギー総合学連携研究機

構 
マイクロ･ナノ多機能デバイス

連携研究機構 
学際融合マイクロシステム国

際連携研究機構 
統合ゲノム医科学情報連携研

究機構 
気候と社会連携研究機構 
連携研究機構マテリアルイノ

ベーション研究センター 
 
 
２．その他の参画教員 
部局名 先端科学技術研究センター 
氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 
醍醐 市朗 准教授 高機能材料 分野 大学院工学系研究科 

エネルギー総合学連携研究機構 
斎木 祐子 特任助教 ライフサイクル工学分野  
 
 
部局名 工学系研究科 
氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 
丸山 一平 教授 建築学専攻  
藤田 壮 教授 都市工学専攻  

 
栗栖 聖 准教授 都市工学専攻 インクルーシブ工学連携研究機

構 
中谷 隼 准教授 都市工学専攻 環境安全研究センター 

国立環境研究所 
木下 裕介 准教授 精密工学専攻  
星野 岳穂 特任教授 マテリアル工学専攻 エネルギー総合学連携研究機構 
杉山 弘和 教授 化学システム工学専攻  
天沢 逸里 助教 化学システム工学専攻  
吉田 好邦 教授 技術経営戦略学専攻 エネルギー総合学連携研究機構 
坂田 一郎 教授 技術経営戦略学専攻 総 括 プ ロ ジ ェ ク ト 機 構

「Quality と Health を基盤にお

くサービスエクセレンス社会シ

ステム工学」総括寄付講座 
未来ビジョン研究センター 
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（別紙） 

次世代サイバーインフラ連携研

究機構 
地域未来社会連携研究機構 
Beyond AI 研究推進機構 
高齢社会総合研究機構 

村上 進亮 教授 技術経営戦略学専攻  
西野 成昭 准教授 技術経営戦略学専攻  
木見田 康治 特任講師 技術経営戦略学専攻  
梅田 靖 教授 人工物工学研究センター 価値創造デザイン人材育成研究

機構 
 
 
部局名 農学生命科学研究科 
氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 
岩田 忠久 教授 生物材料科学専攻 エネルギー総合学連携研究機

構 
五十嵐 圭日

子 
教授 生物材料科学専攻  

恒次 祐子 教授 生物材料科学専攻  
山本 光夫 准教授 農学国際専攻  
 
 
部局名 経済学研究科 
氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 
松島 斉 教授 経済専攻金融政策講座  
 
 
部局名 総合文化研究科 
氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 
瀬川 浩司 教授 広域科学専攻 エネルギー総合学連携研究機

構 
気候と社会連携研究機構 

鎌倉 夏来 准教授 広域科学専攻 地域未来社会連携研究機構 
デジタル空間社会連携研究機

構 
甘蔗 寂樹 准教授 附属国際環境学教育機構 エネルギー総合学連携研究機

構 
 
 
部局名 新領域創成科学研究科 
氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 
井原 智彦 准教授 環境システム学専攻 エネルギー総合学連携研究機

構 
気候と社会連携研究機構 

清家 剛 教授 社会文化環境学専攻  
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部局名 公共政策学連携研究部 
氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 
城山 英明 教授 政策政治学講座 大学院法学政治学研究科 

未来ビジョン研究センター 
気候と社会連携研究機構 
モビリティ・イノベーション

連携研究機構 
次世代知能科学研究センター 
不動産イノベーション研究セ

ンター 
生命倫理連携研究機構 
エネルギー総合学連携研究機

構 
デジタル空間社会連携研究機

構 
海洋アライアンス連携研究機

構 
次世代サイバーインフラ連携

研究機構 
植田 健一 教授 公共経済政策講座 大学院経済学研究科 

未来ビジョン研究センター 
 
部局名 生産技術研究所 
氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 
岡部 徹 教授 物質・環境系部門 

附属持続型材料エネルギ

ーインテグレーション研

究センター 

大学院工学系研究科 

八木 俊介 准教授 物質・環境系部門 
附属持続型材料エネルギ

ーインテグレーション研

究センター 

大学院工学系研究科 

大内 隆成 講師 物質・環境系部門 
附属持続型材料エネルギ

ーインテグレーション研

究センター 

大学院工学系研究科 

 
部局名 未来ビジョン研究センター 
氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 
高村 ゆかり 教授  エネルギー総合学連携研究機

構 
気候と社会連携研究機構 

江守 正多 教授  国立環境研究所 
気候と社会連携研究機構 

石井 菜穂子 教授  エネルギー総合学連携研究機

構 
気候と社会連携研究機構 
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福士 謙介 教授  モビリティ・イノベーション

連携研究機構 
次世代サイバーインフラ連携

研究機構 
ワンヘルス・ワンワールド連

携研究機構 
気候と社会連携研究機構 

菊池 康紀 准教授  大学院工学系研究科 
総括プロジェクト機構「プラ

チナ社会」総括寄付講座 
モビリティ・イノベーション

連携研究機構 
不動産イノベーション研究セ

ンター 
エネルギー総合学連携研究機

構 
地域未来社会連携研究機構 
気候と社会連携研究機構 

小原 聡 特任准教

授 
  

尾下 優子 特任講師   
藤井 祥万 特任助教   
 
部局名 環境安全研究センター 
氏名 職名 所属 他の組織等での兼務状況 
辻 佳子 教授  大学院工学系研究科 
 

【記載上の注意】 
１．以下の条件を満たしているか、確認してください。 
①すべての連携部局から教員が参画していること 
②連携部局以外に所属する教員が記載されていないこと 
※連携部局以外に所属する教員が個人的に連携研究機構の研究活動に協力・協働するこ

とを妨げるものではありません。 
２．設置申請書の鑑文に部局長名が記載されていることを以って、本一覧に記載され

ている教員が連携研究機構に参画することが各部局において了解されているものとみ

なします。 
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未来戦略LCA連携研究機構

効 果
従来のLCA：実装済技術によるインベントリ
データベース、現在の産業構造による産業連
関表などの基盤データに基づき、既存技術を
評価し、最適組合わせを提示

先制的LCA：開発段階の先端科学技術につい
て、環境・経済・社会への効用の定量評価、
社会実装シナリオを提示
体系的学理の展開、普及、人材育成が必要

• 開発段階の先端科学技術を対象とする、
新たなLCAの学理展開（先端科学技術研究
者とLCA研究者の共創）

• 学内外に集積する先端科学技術シーズにつ
いて、先制的LCAにより環境・経済・社会
への効用を評価し、社会実装戦略を提言

• 世界レベルのLCA研究拠点を形成し、学理
追究・国内外への先制的LCAの展開・人材
育成を産官学連携で推進

• 先制的LCA分析により、先端科学技術の
価値を定量化

• SDGs達成に資する社会実装戦略・科学技
術政策を提言

• 社会連携研究部門の設置
• 人材育成の事業化
• 学術指導・共同研究の受入
• 政策的プロジェクトの提言・受託

－LCA（Life Cycle Assessment)とは、製品やサービスについて、その原料調達から製造・輸送・販売・使用・廃棄・再利用に至るライフサイクル全体の環境・社会・経済への影響を定量評価することー

従来のLCA

実装済の科学技術

現在の
環境への効果

先制的LCA

2050年までの
環境・経済・社会への効果

評価
モデル

基礎データ

未来戦略LCA連携
研究機構

未来ビジョン
研究センター

工学系
研究科

産総研

生研・総合文化・農など全学LCA研究者を結集
関連連携研究機構との連携

財源自立化に向けて

世界のリーダーシップ
をとる科学技術政策提言

既存の技術データ
現状の産業構造

新領域創成
科学研究科先端研

国環研

国際連携

グローバルコモンズセンター

SDGsの達成には新たに開発・実装
される未来技術が不可欠

背景・課題 目 的

先端科学技術研究者

未来の定量データに基づく社会実装戦略

UTokyo Compassに示される【地球規模の課題解決の取組】として、科学的根拠に基づいて未来の持続可能な社会を戦略的
に構築するための先制的LCAの学理を確立する。先端科学技術の公平かつ高信頼性の先制的LCA分析の実践により、エビデ
ンスに基づく社会実装戦略を提示し、SDGsの達成に貢献する

ライデン大（蘭）
ベルリン工科大（独）

ETH, EPFL（スイス）
スタンフォード（米）

現
在
の
評
価
か
ら
将
来
へ
の
布
石
へ

ＬＣＡ研究者

学理の確立
学理の実践
人材の育成

共創

国内連携
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別紙様式2

提出年月日：

担当部局： 人文社会系研究科

日本語

英語

当該国語
※任意

中近東 イラン

1934 年設立

国立

全学協定 関係部局：

協定名（日）：

協定名（英）：

▼協定の種類 関係部局：

協定名（日）：

協定名（英）：

○ 講義、講演、シンポジウムの実施 ○

○ 学術情報及び資料の交換 ○

○ その他 →（　　　　　　　　　　　　　　）

→取得できる学位の種類：

→取得できる学位の種類：

○

→人数（年）：　　人（　学期）[学部生／大学院生]

学生交流

教員・研究者交流

職員交流

テヘラン大学

University of Tehran

دانشگاه تهران

ジョイント・ディグリー

共同研究

URL https://ut.ac.ir/en

交流内容（該当するものに○）

交流分野

双方が必要と認める分野

Memorandum of Understanding on Academic Exchange between the University of Tokyo, 
JAPAN and University of Tehran, I.R.IRAN

東洋文化研究所、総合文化研究科

3.協定の内容

希望する協定の種類

2.更新理由

　人文社会系研究科、東洋文化研究所、さらに総合文化研究科、附属図書館［アジア研究図書館］などの教員･学生
にとって、本協定の存在によって得られるイランへの渡航とイランとの研究交流の上での便益は重要な生命線となっ
ている。また、上記諸部局など、本学で行われる研究活動へのテヘラン大学構成員の参加も本協定の存在により容
易となっている。

その他
（特色等があれば記入）

受入に伴う奨学金支給

単位互換

ダブル・ディグリー

授業料相互不徴収

国際交流協定　更新実績報告書

8つのキャンパスに50弱に及ぶ多くの部局を持ち、約46,000人の学生が学ぶ（うち学部生
は16,000人ほどの大学院大学）。全学で教員数は約2,100人である。1934年の創立以来、
大学の中心として機能してきたエンゲラーブ・キャンパス（テヘラン）を中心に、キーシュ島
（ペルシア湾）で国際分校を運営するなど、ますます発展している。

イランを代表する総合国立大学である。イランで最も歴史が古く、規模も大きい大学であ
り、イランにおける教育的社会的役割と影響力は絶大なものがある。

設置形態

相手国内における大学（機
関）としての評価

1.相手大学（機関）

名称

地域／国名

設立年

組織及び規模（学部・研究
所、学生・研究者の数等）
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責任者：

幹事教員：

責任者：

幹事教員：

協定の種類： 全学覚書 担当部局： 人文社会系研究科

締結年月： （最終更新年： 2019 年）

部局名：

係名：

Email：

秋山　聰　人文社会系研究科長

柳橋博之（人文社会系研究科アジア文化研究専攻　教授）

大塚　修（総合文化研究科地域文化研究専攻　准教授）

5．更新後の交流計画

人文社会系研究科や総合文化研究科には、2年程度の留学、また資料調査や語学研修のための短期の渡航のた
め、テヘラン大学に赴く学生がコンスタントに存在する。人文社会系研究科、東洋文化研究所、総合文化研究科、附
属図書館の複数の教員がしばしばテヘラン大学を訪れ、資料調査、研究者との交流、研究情報の交換を行っており、
その際にはヴィザ取得のための招へい状の発行・宿泊施設の提供などの便宜を受けている。また、東洋文化研究所
が刊行する国際学術誌の編集にテヘラン大学のスタッフがregional editor として参画していたり、同研究所でテヘラン
大学の教員を客員教授として受け入れたりと、両機関の研究協力も着実に行われている。

引き続き、留学生の派遣、研究者の交流を進める。その際、東京大学側では、日本学術振興会外国人招へい研究者
制度などを利用したテヘラン大学の研究者の招へい、テヘラン大学教員による歴史学・文献学分野でのセミナーの開
催などに特に注力する。

6.更新までのスケジュール（担当部局承認予定日等）

2022年11月　東洋文化研究所、総合文化研究科、文学部内の会議に付議予定

7.実施責任体制（組織、担当教員名及び構成メンバー等）

4.これまでの交流実績、成果等

森本一夫（東洋文化研究所　教授）

学生支援チーム

in@l.u-tokyo.ac.jp

Prof. Seyed Mohammad Moghimi (President)

Prof. Seyed Mohammad Marandi (Vice President for International Affairs)

12.部局事務担当

相手機関は経済産業省による「外国ユーザーリスト」登録機関となるため、学生交流の際には、事前に「安全保障輸
出管理支援室」へ相談する。 先方の事情により、この度から　Agreement を Memorandum of Understanding に変更
することとする。

9.資金計画

日本学術振興会、国際交流基金等による助成の獲得を図る。

10.同一校（機関）との交流の有無

11.その他特記事項

人文社会系研究科

8.相手側の対応組織（担当教員名等）

有

無
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON ACADEMIC EXCHANGE 
BETWEEN 

THE UNIVERSITY OF TOKYO, JAPAN 
AND 

UNIVERSITY OF TEHRAN, I.R.IRAN 
 
 
The University of Tokyo (Japan) and University of Tehran (Islamic Republic of Iran) 
(hereinafter referred to as the “parties”), in the firm conviction that academic exchange 
between the parties will promote academic research and other activities, hereby conclude 
the following Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the 
“Memorandum”). 
 
Article 1. The parties agree to implement exchanges and other activities in areas of academic 

research of mutual interest through the following. 
 

(1) Exchange of faculty and administrative staff and researchers. 
(2) Exchange of students. 
(3) Conducting collaborative research. 
(4) Holding joint lectures and symposia. 
(5) Exchange of academic information and materials. 

 
Article 2. Actual projects to be implemented for the realization of specific exchange activities 

as defined in the preceding article shall be decided through discussion between individual 
departments of the parties. 

The activities specified under the preceding paragraph shall be carried out in 
compliance with laws and regulations to be followed by the parties concerned.  

 
Article 3. Each party will be responsible for seeking funds to support its involvement in the 

cooperative activities contemplated under this Memorandum, and all such activities will 
be dependent upon the budgetary appropriations of the parties. 

 
Article 4. In the case that research results impacting upon matters of intellectual property 

rights are expected to arise in the course of collaborative projects carried out under the 
terms of Article 1 above, the parties shall discuss in good faith and agree in a separate 
document the conditions regarding the treatment of intellectual property rights so arising, 
prior to the start of the collaborative project in question and in accordance with the policies 
of each party. 

 
Article 5. This Memorandum is valid for five years effective from 23, April 2022. The term 

of the Memorandum may be extended upon agreement by the parties. Either party may 
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terminate the Memorandum during its term by giving six months advance written notice 
to the other party.  

The programs under the previous Agreement and under the Memorandum of 
Understanding on Student Exchange between the University of Tokyo and University of 
Teheran shall continue based on this Memorandum. Upon effective date this 
Memorandum shall supersede the previous Agreement on Academic Exchange between 
University of Teheran and the University of Tokyo. 

 
Article 6. This Memorandum is created in duplicate in English, each of the duplicates being 

deemed original. 
 
Article 7. The parties hereby establish this Memorandum by duly signing it, as of the 

respective dates below. 
 
 

The University of Tokyo  University of Tehran 
 
 

_______________________  ______________________             
Professor Dr. FUJII Teruo Professor Dr. Seyed Mohammad Moghimi 
President President 

   
   /    / 20       /    / 20   
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令和４年８月３日 

 

大学院総合文化研究科 

国際交流・留学生委員会委員長 殿 

 

 

大学院人文社会系研究科 

国際交流委員会委員長 

 

 

東京大学とテヘラン大学との間における学術交流に関する協定書の更新について 

 

 

標記のことにつきまして、本研究科では 1997年 4月 23日に締結したテヘラン大学校

との間における学術交流に関する協定書をさらに更新し、引き続き同校との学術交流を

実施したいと考えております。 

更新にあたり、貴部局に関係部局としてご参画いただきたく、ご検討のほど何卒よろ

しくお願い申し上げます。また、あわせて 2009年 2月 16日に締結した学生交流に関す

る覚書につきましても関係部局としてご参画いただきたく考えております。 

 

ご協力いただける場合には、別添の更新のための実績報告書（案）の「実施責任体制」

「これまでの交流実績・成果等」「更新後の交流計画」欄に、貴部局における責任体制、交

流実績及び今後の計画をご記入くださいますようお願いいたします。 
また、別添の更新（案）については、内容をご確認いただき、修正点等ありましたらお知

らせください。 
 

 
 

回答先及び本件に関する問い合せ先： 

大学院人文社会系研究科学生支援チーム 

担当：泉 （内線：23710）   
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（別紙 2-3） 

令和 4年  月  日 

 

東京大学グローバルキャンパス推進本部長 殿 

 

農学部・農学生命科学研究科長 

堤 伸浩 

 

教養学部・総合文化研究科長 

森山 工 

 

戦略的パートナーシップ大学プロジェクトへの新規参画について 

 

標記の件について、下記のとおり希望いたします。 

 

記 

 

 

 
相手大学名 国立台湾大学 

新規参画部局名 教養学部・大学院総合文化研究科 

新規参画部局の

実施責任者 
川島 真 教授 

これまでの交流

状況 

1990年代から本研究科の若林正丈教授が国立台湾大学文学院の

呉密察准教授と 10年以上台湾史研究の大学院生交流会議を継続

して実施し、2000年代には村田雄二郎教授らが同社会科学院石

之瑜教授と戦後日本の中国研究のプロジェクトを実施してき

た。そして、2000 年代から 2010 年代にかけて川島真教授らが

同文学院の呂紹理教授らと日中韓台歴史共同研究を推進するな

ど、継続的かつ多様な共同研究、若手研究者交流を実施してい

る。このほか学生交換協定に基づいた学生の相互派遣も行われ

ている。 

新規参画するこ

とによるチーム

への貢献内容 

これまでの交流の経緯を踏まえ、主に中国史研究、台湾史研究に

関する共同研究を実施することにより、理科系が中心に策定さ

れている戦略的パートナーシップに多様性を与えるとともに、

本研究科の地域研究、国際関係論研究の大学院生などの若手研

究者にも交流の機会を提供する。なお、このような人文交流、歴

史をめぐる研究は日台間でも特に必要とされており、社会的な

需要も高いと考えられる。 

- 47 -

utotscliroot
教B2



1 

 

戦略的パートナーシップ大学プロジェクト（台湾大学との交流）について 

 

戦略的パートナーシップ大学プロジェクトにおいて、構築を見通せる大学の１つである国立台湾大

学（以下「NTU」）との交流は、農学生命科学研究科が取りまとめ部局となり、医学系研究科、理学

系研究科、工学系研究科、情報理工学系研究科、情報基盤センター、大気海洋研究所、数理科

学研究科の合計 8 部局が参画している。NTU との主要な交流事業の１つとして、2015 年度から

ほぼ毎年交互にジョイントカンファレンスを開催している。本カンファレンスは、全体のプレナリー

セッションとその後、各研究科、専攻等におけるパラレルセッションを実施している。 

コロナウイルス感染症の影響で、2021 年からはオンラインで実施しており、2022 年度も引き続き

全体テーマを「Co-creating Prosperous Future in East Asia」と題し、12/7-9 に実施予定である。 

 

回 日程 テーマ 主催 

1 2015/12/9-10 The past, Present and Future of the 

Partnership between UTokyo and NTU 

本学 

2 2016/11/30-12/1 Searching Solutions to Grand Challenges 

in East Asia 

NTU 

 

3 2018/12/12-13 Developing Sustainable Future in the East 

Asia 

NTU 

4 2019/12/9-10 Co-creating the Future Society in Asia 本学 

5 2021/12/8-10 Cooperation towards the Post-Corona 

Era 

オンライン 

6 2022/12/7-9 

(予定) 

Co-creating Prosperous Future in East 

Asia 

オンライン 
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The number of professors and students exchanged

UT NTU UT NTU UT NTU UT NTU UT NTU UT NTU UT NTU

Joint Conference 51 96 91 232 - - 71 216 222 162 - - 81 215

Professor 51 64 73 200 - - 60 157 174 122 - - 25 32

Student 32 18 32 - - 11 59 48 40 - - 15 154

Exchanged NA NA 152* 42 80 54 143 30 91 66 - - 69 119

Professor - - 105* 18 18 34 69 10 27 40 - - 33 83

Student - - 47* 24 62 20 37 10 32 13 - - 18 18

Graduate - - 29* 21 - - 31 5 23 8 - - 16 15

Undergraduate - - 18* 3 - - 6 5 9 5 - - 2 3

UT:Utokyo→NTU, NTU:NTU→Utokyo *:including Joint Conference participants

NA: Not available ※for the record of 2021, online exchanges are included

202120202015 2016 2017 2018 2019
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5th Joint Conference, Online, Dec. 8, 2021, 

group photo 
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https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/intl-activities/exchange/sp-uni.html

（2022年1月31日現在）

STRATEGIC PARTNERSHIPS
PROJECT

戦略的パートナーシップ大学プロジェクト
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〈戦略的パートナーシップ〉
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戦略的パートナーシップ大学とは
What are Strategic Partnerships?

東京大学では、どの大学とも一律の関係を結ぶのではなく、双方の大学の強みを活かし、各部局・各
分野における研究交流を基盤とした教育交流を大学として束ねることにより、本学と通常の大学間
交流協定を超える総合的・互恵的で特別な関係性をもつ海外の大学を「戦略的パートナーシップ大
学」と呼び、教育研究活動・交流を推進しています。

戦略的パートナーシップ大学プロジェクトの目的
Aims

国際的な教育研究の交流を推進するだけでなく、多様で分野横断的な交流を推進し、教職員・学生
（大学院学生と学部生）の流動性を高めます。これらの効果的かつ総合的な活動を通じ、本学の卓越
した教育研究活動をさらに国際的に展開し、本学の国際的なプレゼンスを強化します。

戦略的パートナーシップ大学プロジェクトの工程

戦略的パートナーシップ大学プロジェクトの概要
Project Outline

本プロジェクトは、3つの工程に分けて活動を推進してきました。第2期（2017-2020年）では、第1期
（2014-2016年）までの戦略的パートナーシップ構築プロジェクト等を通じて各部局で既に実施され
ていた取組を発展させ、部局間協力を含むネットワークをグローバルキャンパス推進本部がサポー
トしながら束ねることにより、外部資金の獲得等、将来の関係強化に取り組むことで、パートナー校
との持続可能な関係性の構築を進めています。
第3期（2021-2024）では、戦略的パートナーシップ大学との持続可能で全学的な関係性をもとに、よ
り一層の教育研究活動を推進するため、主要な戦略的パートナーシップ校9校と、戦略的パートナー
シップ構築を見通せる大学7校とのプロジェクトを支援しています。

2014 20182016 2020 20232015 2019 20222017 2021 2024

第1期

第3期
第2期

●  戦略的パートナーシップ大
学との持続可能で全学的な
関係性を活用して、グロー
バルキャンパスモデルを構
築する

●  9＋7の海外大学

●  戦略的パートナーシップの
構築を目指す

●  同一相手大学との多様な部
局の取組を特定し束ねる

●  26の海外大学

●  第1期の取組等を分野横断的で全学的
な交流に発展させる

●  持続可能な関係性の構築を目指す
●  官民を巻き込んだネットワークを形成
する

●  10＋9の海外大学

STRATEGIC PARTNERSHIPS
PROJECT

戦略的パートナーシップ大学プロジェクト
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パートナーシップ校および参画部局一覧
Department List

主要な戦略的パートナーシップ校 戦略的パートナーシップ構築を見通せる大学

主要な戦略的パートナーシップ校
Primary Strategic Partnership Universities

現在、東京大学では主要な戦略的パートナーシップ校9校と、
戦略的パートナーシップ構築を見通せる大学7校とのプロジェクトを支援しています。
パートナー校毎に多様な部局によるチームを編成しています。チーム毎の参画部局は以下のとおりです。

法学政治学研究科法

医学系研究科医

工学系研究科工

人文社会系研究科人 文

理学系研究科理

農学生命科学研究科農

経済学研究科経 済

総合文化研究科総 文

教育学研究科教 育

薬学系研究科薬

数理科学研究科数 理

新領域創成科学研究科新領域

情報理工学系研究科情 理

情報学環・学際情報学府学 環

公共政策学連携研究部・
教育部公 共

附属病院病 院

2015年に戦略的パートナーシップ覚書を締結して以来、両校間で年間
100名近い教員学生の派遣・受入が行われてきました。キャンパスアジ
アやサマーインスティテュートなどの教育交流をカリキュラムの一部と
して制度化させ、包括的な教育連携を推進しています。各参画部局の共
同研究活動などに加えて、学際会合を毎年交互に主催し、グローバル課
題について分野横断的な研究交流を進めています。また、両校のパート
ナーシップを軸に、ソウル国立大学、IARU（国際研究型大学連合）、オー
ストラリア国立大学などアジア・太平洋の他大学とのネットワークも構
築してきました。今後は企業や行政機関とも積極的に連携し、産学官に
よる研究・教育交流を強化していきます。

北京大学 （PKU） 法 工 総 文 数 理 公 共 東文研

医科学研究所医科研

地震研究所地 震

東洋文化研究所東文研

社会科学研究所社 研

生産技術研究所生 研

宇宙線研究所宇宙線

物性研究所物性研

大気海洋研究所大海研

第2期の活動では、2017年度より両校の学生が参加する合同プログラム
「国際研修」を実施しており、2020年度は、ライブ配信によるオンライン
型のバーチャル研修を実施しました。本研修では、両校の多分野の関係
者、学外教員、NPOや地方自治体の協力を得て、両校が関わる宇宙開発や
海洋研究等をテーマに国際共同研究の重要性を、また、災害科学の講義
を通じて、経済、テクノロジー、倫理哲学的な側面や一般社会とアカデミ
アとのコミュニケーション等の広い観点による検討を行うことで、参加
学生に多くの示唆を与えました。国際研修を契機としてANUから本学大
学院への入学やインターンとして滞在した学生が出てきたことは、大き
な成果と言えます。
第3期では、両国の時差が小さいメリットを生かし、必要に応じて対面と
オンラインでのハイブリット形式での講義やシンポジウムの開催や、共
同研究の実施を産学官で連携しながらさらに発展させていきます。

オーストラリア国立大学 （ANU） 工理 経 済 総 文 公 共 地 震 大海研

ETHZチームは例年、素粒子物理学から建築学に至るまでの分野横断的
なシンポジウムを開催しています。2019年には、国際連合の持続可能な
開発目標とイノベーションをテーマに第3回シンポジウムを実施し、
ETHZ教員と学生を含めて100名以上が参加しました。また、スイス政
府・産業界と連携して公開される仮設建築物の制作、本学博士課程に入
学したETHZ卒業生のスイス製薬会社との共同研究、素粒子物理学にお
いて国際共同研究をベースとした実践的な共同サマープログラムなどが
本チームの特筆すべき活動として挙げられます。
現在、宇宙、生命科学、人文社会科学などの分野に連携を拡大するために、
総合大学であるチューリッヒ大学も含めて議論が開始されています。

スイス連邦工科大学チューリッヒ校 （ETHZ） 工理 農 情 理 素粒子

先端科学技術研究センター先端研

カブリ数物連携宇宙研究機構IPMU

ニューロインテリジェンス
国際研究機構（IRCN）IRCN

未来ビジョン研究センターIFI

情報基盤センター情 基

素粒子物理国際研究センター素粒子

高齢社会総合研究機構高 齢

産学協創推進本部産 学

ミュンヘン工科大学（TUM）

工 理情 理 学 環

チリ・メキシコ大学群
The University of Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile,
Universidad de Magallanes, National Autonomous University of Mexico, 
El Colegio de México

工 人 文理 農 総 文 地 震 東文研 社 研 生 研

ヤンゴン工科大学（YTU）

工 学 環 病 院生 研 IFI

ベトナム国家大学ハノイ校（VNU）

工 理 病 院 IFI

国立台湾大学
医 工 理農 数 理 情 理 大海研 情 基

シカゴ大学
医 経 済 薬 公 共 医科研 東文研 宇宙線 素粒子

＊プリンストン共同研究教育プロジェクトとして活動

プリンストン大学

北京大学（PKU）

法 工 総 文 数 理 公 共 東文研

ソウル国立大学（SNU）

法 医 工 農 総 文 数 理 学 環 公 共 生 研

オーストラリア国立大学（ANU）

工理 経 済 総 文 公 共 地 震 大海研

ケンブリッジ大学
工 人 文 薬 数 理 公 共 生 研 先端研

カリフォルニア大学バークレー校（UCB）

工 理 総 文 教 育数 理 社 研 IPMU

スイス連邦工科大学チューリッヒ校（ETHZ）

工理 農 情 理 素粒子

工 総 文 数 理 情 理 生 研 先端研

パリ・グランゼコール群
École Polytechnique, ENPC, ENS Paris-Saclay, ENS-PSL, CNRS,  
Bordeaux University

ストックホルム大学群
Stockholm University, KTH Royal Institute of Technology, Karolinska Institutet

医工 農 教 育 新領域 先端研 IRCN IFI 高 齢

清華大学
工 理 総 文 新領域 学 環 生 研 物性研 先端研 IRCN

IFI 産 学

参画部局凡例
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プリンストン大学は2013年1月に本学で初めて戦略的パートナーシップ
覚書を締結したパートナー校です。共同研究・教育プロジェクトをこれ
までに9回公募し、合計29プロジェクトを採択、先端的な研究や学生交流
を推進してきました。
本プロジェクトは、両校のJoint Governance Committeeによる合同審
査を経て、共同ファンドから各プロジェクトへ効果的に助成することで、
これまでに緊密に交流してきた公共政策、東アジア研究、宇宙物理学の
分野に加え、新たにAIや数学の分野など広範な分野での交流が進められ
ています。
また、両校において定期的なイベント UTokyo Days、Princeton Days を
開催し、全学的な交流も深めています。2021年3月にはPrinceton-

UTokyo Day （オンライン）を開催し、両校の教員による研究交流実績や
パートナーシップの概要に関する発表、本パートナーシップによる交流
に参画した大学院生・若手研究者によるパネルディスカッションが行わ
れ、今後のパートナーシップに対する具体的な提案など活発な議論があ
りました。

プリンストン大学 ＊プリンストン共同研究教育プロジェクトとして活動

ソウル国立大学との交流は長い歴史を持ち、全学協定、部局協定などに
加え、2014年から相互にオフィスが設置され強い繋がりを維持してきま
した。更に、2015年に戦略的パートナーシップ覚書を締結し、本学から9

部局が参画し、両校間で年間100名超の教員学生の派遣・受入が行われ
てきました。各部局による組織的な教育・研究交流のほか、学際会合を
2017年から毎年開催し、共通課題や先進的なテーマに関して活発な議論
を積み重ねてきました。両校間の交流により多くの人材が育成されてき
たことも大きな資産で、同窓ネットワークの強化及び次世代への発信を
目指したシンポジウムを開催し、時代の変化に合わせた新たな両校間の
交流も促進しています。

ソウル国立大学 （SNU） 法 医 工 農 総 文 数 理 学 環 公 共 生 研

ストックホルム大学群と本学において開催してきた国際ワークショップは、
「高齢化社会」などスウェーデンと日本の共通の課題で、学術的な要請も
大きいテーマを、工学・医学・社会科学等の多面的な角度から取り上げ
てきました。2020年と2021年のいずれもCOVID-19の影響でフィジカル
な交流ができないなど困難に直面しましたが、パンデミックにより両国で
経験したノウハウを研究・教育交流に活かして、さらに持続可能なものに
発展させるため、Online Workshop on Sustainable Development

を実施しました。今後も、 4機関の連携をさらに促進し、両国の大使館な
どの協力も得て、教育と研究を通じて持続可能な社会の発展に貢献する
ことを目指していきます。

Stockholm University, KTH Royal Institute of Technology, Karolinska Institutet

ストックホルム大学群 医工 農 教 育 新領域 先端研 IRCN IFI 高 齢

2020年度の合同シンポジウムは、基調講演をはじめ9セッションのワー
クショップがすべてオンラインで行われ、Innovative thinking and 

teamwork（ものづくり工学に関するチーム作業）では、学生間によるリ
モート共同作業が実施されました。リモートでの機動性を活かして
2021年3月には、本学と清華大学の学生によるオンライン言語交流イベ
ントを開催しました。幹事学生が事前に設定した大学や経済に関連する
多様なテーマについて、参加学生はグループに分かれて意見を交換しま
した。両校から学部生・大学院生60名あわせて120名の学生が参加する
など、双方の関心は大変高く、2021年10月には第2回目が行われました。
今後も、これまで構築した様々なネットワークの更なる強化を図り、未
来社会への分野横断型の教育・研究交流を継続していきます。

清華大学 工 理 総 文 新領域 学 環 生 研 物性研 先端研 IRCN IFI 産 学

2019年にバークレーで開催した整数論のResearch Training Groupや
ワークショップ “New Developments in Quantum Topology” など、第2

期の活動では、学生の教育に重点を置きながら、各分野での研究交流を
発展させてきました。第3期では、「国公立研究大学における高等教育と
学術研究の将来像構築」というチーム全体としての理念を掲げて、参加
する学内各部局の連携に基づいた学際的テーマも含めて活動の幅を広げ
るとともに、第2期までに築かれた東京大学とバークレーの交流を基礎
として、各分野での研究交流をさらに進めます。第2期に引き続き、双方
向の活発なコミュニケーションを基盤とする、文理融合・分野横断的な
交流の枠組みを一層発展させていくことを目標としています。

カリフォルニア大学バークレー校 （UCB） 工 理 総 文 教 育数 理 社 研 IPMU

ケンブリッジ大学チームでは、2015年より両校で交互に合同シンポジウ
ムを開催しており、2020年には両校による対話シリーズ「UTokyo-

Cambridge Voices」を開始しました。その一環として、「Education in the 

Time of Novel Coronavirus」をテーマとした全学的な合同シンポジウム
を2020年11月にウェビナー形式で開催しました。このシンポジウムで
は、両校の副学長・研究科長を中心に発表を行い、コロナ禍においてどの
ように教育するかについてグッドプラクティスを共有するなど議論を深
めました。
これを皮切りに、薬学系研究科、公共政策大学院、工学系研究科、生産技
術研究所、先端科学技術研究センターなどの参画部局が、幅広い研究分
野のオンラインセッションを開催し、交流を深めてパートナーシップの
ネットワークを強化しています。
さらに、2021年度には第6回東京大学-ケンブリッジ大学合同シンポジウ
ムシリーズとして「COVID-19に関する研究と挑戦」、「持続可能な都市」、
「パンデミックとその後の国際共同研究の展開」を開催しました。これら
は、広く市民にも公開され、高い評価をいただきました。付随して、各部
局を中心としたワークショップも開催されています。

ケンブリッジ大学 工 人 文 薬 数 理 公 共 生 研 先端研

主要な戦略的パートナーシップ校
Primary Strategic Partnership Universities
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ベトナム国家大学ハノイ校とは、第1期において分析化学に関する共同教育プログラム
を立ち上げ、講義や実験のカリキュラム等の構築を進めてきました。第2期では日本の産
業界の協力も得て、共同教育の実践に取り組み、ベトナム国家大学に分析実験室を整備、
2019年度、化学科と環境学科の300名を対象に共同で構築した分析化学実験プログラム
を本格稼働させました。学生実験に重要であるティーチングアシスタント（TA）の育成
のため、博士課程学生らを招聘して、本学工学部の分析化学実験実習を実施、また本学の
学生を派遣しTAとしての教育経験を積ませました。今後、学生交流・教育プログラムは
分析化学教育に加え、物理、医学、バイオ、データサイエンスなどに分野を拡大していき
ます。

ベトナム国家大学ハノイ校 （VNU） 工 理 病 院 IFI

第1期には都市の安全や防災を中心とした研究を生産技術研究所（生研）とヤンゴン工科
大学（YTU）で行いました。第2期では工学系研究科や情報学環の参画に基づき、研究分
野と相手国のカウンターパート（CP）の拡大に努めました。具体的には、分析化学や
ジャーナリズムなどの分野とヤンゴン大学等、他大学関係者への広がりです。第2期まで
の活動では、JICA（国際協力機構）-JST（科学技術振興機構）の地球規模課題解決研究プロ
ジェクト（生研とYTUが基幹組織）と連携し、効率的な活動に努めました。CPの教員と大
学院生の研究と教育の向上を目的とした日緬両国の教員と学生が参加する共同セミナー
（5～6回／年）を行っていますが、このセミナーはCPにはもちろん、本学の学生も大きな
刺激になっています。

ヤンゴン工科大学 （YTU） 工 学 環 病 院生 研 IFI

戦略的パートナーシップ構築を見通せる大学
Prospective Strategic Partner Universities

国立台湾大学との交流は、農学生命科学研究科が主幹部局となり、合計8部局が参画し
ています。主要な事業の1つとして、全学単位のプレナリーセッションに加え、学科ならび
に専攻単位での10以上のパラレルセッションからなる合同カンファレンスを、2015年度か
ら両学が交互に主催しています。全体テーマとして “Co-creating the Future Society 

in Asia”を掲げて本学で開催した2019年大会のプレナリーセッションは、両校の総長、学
長も登壇し、約250名の参加者を数える盛況な会となりました。さらに、研究と教育を目
的とした教員と学生の相互派遣も活発に行ってきました。コロナ禍で物理的交流が困難
となった2020年度以降にもオンラインを中心とした交流を続け、協力関係の維持および
発展に努めています。

国立台湾大学 医 工 理農 数 理 情 理 大海研 情 基

2018年から交流分野を冠したUTokyo-TUM Workshop for Excellence, Diversity, 

and Mobilityと題するワークショップを毎年開催しています。2018年は “Society with 

Automobiles, Robots, and AI” をテーマに、2日間に渡って東京大学で開催、2020年
にはミュンヘン工科大学（TUM）にて開催されました。研究交流はコロナ状況下でも継続
されており、2021年にはオンラインにて開催されました。第3期からはポスト・コロナ、
ウィズコロナの状況を踏まえつつTUMをハブとした産官も含めた活動に拡大していくこと
で、マッチングファンド・外部資金の活用や、学生の将来のキャリアも見据えた教育、研究
の交流、実施を目指します。

ミュンヘン工科大学 （TUM） 工 理情 理 学 環

各部局での共同研究の交流をベースに合同フォーラムや学生交流ワークショップを開催
し、文系・理系の部局にて連携を進めてきました。
2018年開催のシカゴ大学との合同フォーラムではビッグデータを論じる講演、学生交流
ワークショップでは歴史、宗教研究、文学、美術史にまたがる広い意味での日本研究を
テーマとした分野横断的な発表が行われました。2020年には文系部局を中心に東北大学
も含めた三校合同院生の日本研究ワークショップをオンラインで開催し、歴史、ジェン
ダー、宗教研究など様々な視点からの日本研究に関する発表と活発なディスカッション
を行いました。これは2015年から二校で行っていたワークショップに、多様性を増やし
て更なる活発な発表議論を行うため、積極的に国際化を進めている東北大学と三校間で
実施するに至ったものです。 第3期は更なる分野の拡大を目指し、文理合同で分野横断
的な国際共同会議や学際的シンポジウムとともに、テーマ設定型シンポジウムの随時開
催を目指します。

シカゴ大学 医 経 済 薬 公 共 医科研 東文研 宇宙線 素粒子

本チームでは、定期的に文理融合で「日本チリ学術フォーラム／日本ラテンアメリカ学
術会議」を開催しています。毎回学長を含め、教職員と学生、250名程度の参加者があり、
10を越える学術分野での多様な視点から学術交流を図っています。
教育プログラムでは、実践的な研修として理工系の実験・観測・調査などをチリ・メキシ
コ・日本で行い、参加学生は共同研究も行いながら専門的な知識と基礎技術を習得して
います。また人文社会科学系によるメキシコ国際研修プログラムでは、参加学生はスペ
イン語で発表等の準備を行い、交流大学やNGO、農家、日系自動車工場、マヤ遺跡などを
訪れ、現地の人たちとの交流を通じて、メキシコの豊かな文化・歴史・生活を総合的に体
感するとともに、友情を育んでいます。

The University of Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Magallanes, 
National Autonomous University of Mexico, El Colegio de México

チリ・メキシコ大学群 工 人 文理 農 総 文 地 震 東文研 社 研 生 研

本チームでは、教員と学生の相互交流を通じて、多岐にわたる学術分野の活発な教育・研
究活動を推し進めています。
従来の学術領域を横断するデジタル・ヒューマニティーズの分野では、総合文化研究科
が、美術史研究とデータ分析を文理融合の観点で進めるフランスENS（パリ高等師範学
校）の研究ユニットArtl@sとの共同研究を行ってきました。2017年度に国際シンポジウ
ム「デジタルと芸術」、2018年度に若手セミナー「人文科学とデジタル」、2019年度に国際
シンポジウム「近代美術コレクションの形成と移動－歴史研究とデータベース活用」を
本学にて開催しました。ENSで開催された2018年度・2019年度のシンポジウムやセミ
ナーには、情報理工学系研究科が参加し、教員や学生が発表を行いました。2020年度に
は、両研究科とENSでオンライン国際シンポジウム「AIと人文科学：国境を越えて・分野
を越えて」を開催し、分野横断的な学術交流を活発に行っています。

パリ・グランゼコール群 工 総 文 数 理 情 理 生 研 先端研

École Polytechnique, ENPC, ENS Paris-Saclay, ENS-PSL, CNRS, Bordeaux University
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インフォメーション
Information

2021年9月、文部科学省により、国際化を牽引する大学群の多様な
実績の横展開・連携を強化する環境を整備し、ニューノーマルに向
けた高等教育の更なる国際通用性・競争力の強化を目指す「大学の
国際化促進フォーラム」が発足しました。本フォーラムは、我が国の
大学の国際化をオールジャパンで促進する大学の主体的な活動の場
として、スーパーグローバル大学創成支援事業（SGU）採択校を中心
に世界展開力採択校や希望する大学・機関等がフォーラム会員とな
り、文部科学省等関係機関とも連携しつつ、大学の国際化に関わる
取組みや研究の実施・共有・展開、情報の提供・共有を行う連携体で
す。本フォーラムでは、参加大学が牽引する様々な国際化に関わる
プロジェクトが運営され、参画を希望する大学間において具体的な
横展開・連携が行われます。

現在、18大学による19プロジェクトが進められており、本学は「国際
競争力強化に向けた『戦略的パートナーシップ』のネットワーク構
築」プロジェクトを提案し採択されています。本プロジェクトでは、
国内の戦略的パートナーシップ実施大学や検討大学と、戦略的パー
トナーシップに関するグッドプラクティスや課題を共有し横展開を
行うことにより、戦略的パートナーシップに係るネットワークを構
築していきます。また、シンポジウム等を通じて広く社会に情報発
信していくことで、戦略的パートナーシップの意義への理解や認知
度を高め、我が国の高等教育の国際通用性・競争力向上を図り、国際
的なプレゼンスを高めることを目指しています。

大学の国際化促進フォーラム

https://tgu.mext.go.jp/forum/

戦略的パートナーシップシンポジウム

「戦略的パートナーシップ」の趣旨について改
めて理解を深めていただくとともに、これま
で進めてきた多様で分野横断的な活動状況と
今後の計画について発表の機会を設け、グッ
ドプラクティスの共有を図ることを目的とし
て、「戦略的パートナーシップシンポジウム」
を毎年開催しています。国内外のゲストによ
る基調講演、海外の大学間連携・大学の役割
等のテーマにおけるパネルディスカッション、
また各チームの活動報告を通し、将来の戦略
的パートナーシップのあり方について、模索
する機会となっています。
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